
 

 

 
 
      

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

■ 概 要 
 

 ≪対象者≫ 次のいずれの要件も満たす事業者（詳細は本給付金申請要領をご参照ください。） 

（１）県内の中小企業基本法に規定する中小企業者（個人事業主及びみなし大企業を含む。）  

（２）対象業種は「飲食業・宿泊業・サービス業・食品製造業など（別表参照）」 
（３）令和３年４月、５月又は６月のいずれか 1 か月の対象店舗等の売上高合計が前年

同月又は前々年同月に比して 30 パーセント以上減少(※1)しており、かつ、売上
高の比較に使用した年の４月から６月までの３か月の対象店舗等の売上高合計が
15 万円以上の事業者（※2） 

※1 対象業種かつ県内店舗等のみの合計売上高 

※2 令和 2 年４月２日～令和３年６月１日の間に創業又は新たな店舗を設けた場合も特例として 

対象 
 

≪給付額≫ 対象店舗等で常時使用する従業員数（※３）に応じて次の額を給付 
従業員数 給付額 

 ０人～ ５人 １５万円 
 ６人～２０人 ３０万円 
２１人～５０人 ４５万円 

５１人～    ６０万円 

   ※３ 申請における従業員数として、対象外業種の従業員や 

      県外店舗等の従業員は含みません。 

申請には申請書のほか、各種添付書類が必要となります。 

詳細は、本支援金申請要領をご参照ください。 

令和 3年 7月 7日 

記者発表 

問い合わせ 

商工観光労働総務課：庄司・濱田(2724) 

商工振興課：石橋・角(2743) 

観光振興課：竹本・藏光(2777) 

新型コロナウイルス感染症「第４波」の影響により、４月、５月又は６月の売上が減少し 
た飲食業や宿泊業、サービス業等を営む事業者に対し、従業員規模に応じて支援金を給付し
ます。本日、令和３年 7 月 7 日（水）より申請の受付を開始しますので、お知らせします。 

「飲食・宿泊・サービス業等支援金」 
申請受付開始！ 

 

■ 申請期間  令和３年 7 月 7 日（水）～令和３年 8 月３１日（火） 

■ 申請方法  どちらの方法でも申請可能 

 ≪ＷＥＢ≫ パソコンやスマートフォン等によりＷＥＢサイトからの申請 

         ※令和３年 8 月３１日（火）午後１１：５９まで 

 ≪郵 送≫ 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送による申請 

         ※令和３年 8 月３１日（火）消印有効 

 ● 申請要領・申請書は、お近くの市町村役場、商工会、商工会議所、振興局など（別添

参照）で配布しています。 

 ● ＷＥＢサイトからの申請要領・申請書（様式）のダウンロードは下記アドレスまで 

      https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00207848.html 

 

■ 問合せ 『飲食・宿泊・サービス業等支援金事務局』 0120-730-500 

         

 


